
近年の裁判員裁判の実施状況（概要） 

最高裁判所公表資料による 

平成２９年の罪名別の判決人員 
○合計         ９６６人 
（罪名の内訳） 
 ・殺人           ２２３人 
 ・強盗致傷        １８４人 
 ・傷害致死        １０８人 
 ・現住建造物等放火   ８７人 
 ・（準）強制わいせつ   ８１人 
 ・その他           ２８３人 

○ 全国の受理人員数は１２，４２４人，終局人員数は１１，５６４人。 

① 受理人員，判決人員数等 

 平成２７年から平成２９年の裁判所の受理人員は，平成２７年が１３３３人，
平成２８年が１０７７人，平成２９年が１１２２人となっている。 

 また，平成２７年から平成２９年の罪名別の判決人員数は，以下のグラフの
とおりであり，いずれの年も，殺人，強盗致傷，傷害致死，現住建造物等放火
の合計が約６割を占めている。 

③  平均審理期間等 

○ 選定された裁判員候補者数は，１，１４６，２０３人 

○ 選任された裁判員数は６５，２４３人，補充裁判員数は２２，１８２人 

○ 平成２９年のデータ 

  ・選定された裁判員候補者数は１２０，８１７人 

  ・選任された裁判員数は５，５３６人，補充裁判員数は１，８９６人 

○ 平均実審理期間は約７．９日，平均開廷回数は約４．４回 

○ 平成２９年のデータ 

  ・平均実審理期間は約１０．６日，平均開廷回数は約４．９回 

 

※実審理期間：第１回公判から判決までの期間。区分審理を行ったものについては裁判員が参加した審理が行われ
た期間の合計を，裁判官のみで第１回公判を開いた後，裁判員裁判対象事件の追起訴があったため，裁判員が参
加する合議体で審理されたものについては，裁判員が参加した期間の合計を，それぞれ実審理期間としている。 

平成２９年の開廷回数 

3回以下 
233件 
(24%) 

4回 
328件 
(34%) 

5回 
176件 
(18 %) 

6回 
82件 
(9%) 合計 

966件 

7回 
67件 
(7%) 

8回以上 
80件(8%) 

※判決人員の多いものから順に記載した。 
※（準）強制わいせつ致死傷：強制わいせつ致死傷，     
                                         準強制わいせつ致死傷 
※（準）強姦致死傷：強姦致死傷，準強姦致死傷 

傷害致死  
102人(9%) 

合計 
1104人 

殺人  
292人 
(26%) 

強盗致傷  
197人 
(17%) 

現住建造物等放火  
135人(12%) 

（準）強制わいせつ 
致傷 96人(9%) 

（準）強姦致傷     
   68人(6%) 

麻薬特例法 
違反36人(3%) 

その他 
200人 
(18%) 

平成２８年の罪名別判決人員 

殺人  
290人 
(25%) 

合計 
1182人 

強盗致傷  
229人 
(19%) 

傷害致死  
118人(10%) 

現住建造物等放火  
110人(9%)   

覚せい剤取締法 
違反 106人(9%) 

（準）強制わいせつ 
致傷 97人(8%) 

（準）強姦致傷      
   82人(7%) 

その他 
150人 
(13%) 

平成２７年の罪名別判決人員 

受理人員 判決人員 

平成２７年 １，１８８人 １，１８２人 

平成２８年 １，００３人 １，１０４人 

平成２９年 １，０８１人 ９６６人 

現住建造物等放火  
87人(9%)   

（準）強制わいせつ 
致死傷 81人(8%) 

平成２９年の罪名別判決人員 

覚せい剤取締法 
違反 68人(7%) 

（準）強姦致死傷      
   55人(6%) 

殺人  
223人 
(23%) 

強盗致傷  
184人 
(19%) 

その他 
160人 
(17%) 

傷害致死  
108人(11%) 

合計 
966人 

③ 平均審理期間等 

② 選定された裁判員候補者数等 

選定された 
裁判員候補者数 

選任された 
裁判員数 

選任された 
補充裁判員数 

平成２７年 １３２，８３１人 ６，７６８人 ２，２９３人 

平成２８年 １２７，８１１人 ６，３６３人 ２，１４０人 

平成２９年 １２０，１８７人 ５，５３６人 １，８９６人 

平均実審理期間 平均開廷回数 

平成２７年 ９．４日 ４．７回 

平成２８年 ９．５日 ４．６回 

平成２９年 １０．６日 ４．９回 


